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１ 年金・手当等  

（1）障害基礎年金 

次の要件を全て満たす方に障害基礎年金が支給されます。 

 

◆支給制限  初診日が２０歳前の傷病による障害基礎年金又は昭和６１年４月に障害福

祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、平成６年法に該当することによ

り支給される障害基礎年金を受給している人は、所得により支給が制限さ

れます。 

◆窓  口  日本年金機構松本年金事務所 電話２５-８１００ 

       山形村 住民課       電話９８-３１１２ 

（２）障害厚生年金及び障害手当金 

次の要件を全て満たす方に障害厚生年金が支給されます。 

要 

件 

① 

 初診日において次の（１）又は（２）に該当すること。 

 （１） 国民年金の被保険者であること 

 （２） 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ 

     ６０歳以上６５歳未満であること 

② 

障害認定日（原則として初診日から起算して１年６月を経過した日）にお

いてその傷病により国民年金法施行令別表で定める１級又は２級の障害の状

態に該当すること。 

③ 

 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期

間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期

間とを合算した期間が当該被保険者期間の３分の２以上あること。 

 または、初診日が令和８年４月１日前の場合は、初診日の前日において、

初診日の属する月の前々月までの直近の１年間に保険料未納期間がないこと

（初診日において６５歳以上の者は除く）。 

年 

金 

額 

年額 

（令和7年度） 

１級 1,039,625円 （６８歳以上は1,036,625円） 

２級 831,700円   （６８歳以上は829,300円） 

加算額 

(子の人数により加算) 

１人目及び２人目の子  １人につき239,300円 

３人目以降の子       〃    79,800円 

要 

件 

① 
厚生年金加入中に初診日（初めて医師又は歯科医師の診察を受けた日）が

あること。 

② 

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに厚生年金、国民

年金又は共済組合の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間のうち、

保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が３分の２以上あるこ
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◆障害手当金  支給額：報酬比例の年金額×2.0 一時金最低保証額：1,247,600 円 

（68 歳以上は 1,224,000 円） 

◆窓   口  勤務先を管轄する日本年金機構各年金事務所 

日本年金機構松本年金事務所 電話２５-８１００ 

（３）特別障害者手当 

日常生活において、常時特別の介護を必要とする２０歳以上の在宅の重度障がい者に支

給されます。 

◆支給金額  月額２９，５９０円（令和7年４月から） 

５月、８月、１１月、２月に前月までの３か月分を支給 

◆障害程度  国民年金法による障害等級表１級程度の障害が重複する方又はこれと同等

程度以上の方 

◆支給制限  ・施設等に入所したとき又は継続して３月以上入院したとき 

・本人または扶養義務者の所得が一定額（限度額）を越えたとき 

◆窓  口  松本保健福祉事務所 福祉課 電話４０-１９１１（直通） 

（４）障害児福祉手当 

日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児（２０歳未満）に支給さ

れます。 

◆支給金額  月額１６，１００円（令和7年４月から） 

５月、８月、１１月、２月に前月までの３月分を支給 

◆障害程度  身体障害者手帳１級、２級(一部)程度、知能指数おおむね20以下程度及び

精神障害のある方 

◆支給制限  ・施設等に入所したとき 

・本人又は扶養義務者の所得が一定額(限度額)を越えたとき 

・障害を支給事由とする年金を受けることができるようになったとき 

◆窓  口  松本保健福祉事務所 福祉課 電話４０-１９１１（直通） 

と。ただし、初診日が令和８年４月１日前の場合は、初診日の前日におい

て、初診日の属する月の前々月までの直近の１年間に保険料未納期間がない

こと（初診日において、６５歳以上の者は除く）。 

③ 

障害認定日（原則として初診日から起算して１年６か月を経過した日）に

おいて、その傷病により国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令別

表第一に定める障害の状態に該当すること。 

年 

金 

額 

障害基礎年金額に次

の額の障害厚生年金

が上乗せされます。 

１級 報酬比例の年金額×1.25＋配偶者加給年金額 

２級 報酬比例の年金額＋配偶者加給年金額 

３級 報酬比例の年金額 

   3級は障害基礎年金が支給されません。（最低保障があります） 
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（５）重度心身障害児者介護者慰労金 

重度心身障がい者と同居し、６か月(180日)以上介護している方に対して支給されます。 

◆支給要件  ・障害児福祉手当又は特別障害者手当の対象又はこれと同等程度以上の障

がいがある者を常時介護している方 

◆支給金額  年額６０，０００円（１２月に支給） 

◆窓  口  山形村役場 保健福祉課 電話９７-２１００ 

（６）特別児童扶養手当 

重度若しくは中度の身体障がい又は知的障がい、精神障がいのある２０歳未満の在宅の

児童を監護している父若しくは母又は養育者に支給されます。 

（手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の所得が一定額を超える場合や、障

がい児が児童福祉施設に入所されている場合は支給の対象となりません。） 

◆障害程度  １級…おおむね身体障害者手帳1・2級または療育手帳Ａ1、Ａ2 

２級…おおむね身体障害者手帳3級または４級の一部、療育手帳Ｂ1 

◆支給金額  １級…障がい児１人につき月額５６,８００円（令和７年４月から） 

２級…    〃    月額37，830円 （   〃    ） 

４月、８月、１１月に４月分を支給します。  

◆窓  口  山形村役場 住民課 電話９８-３１１２ 

（７）児童扶養手当 

次のいずれかに該当する父、母や父母に代わって１８歳に達する日以降の最初の３月３

１日までの間にある児童を養育している方に対して支給されます。（ただし、児童が心身

に中程度以上の障がいを有する場合は２０歳未満まで延長されます） 

◆要  件  ・父母が離婚後、父または母と別れて生活している児童 

・父または母が死亡した児童 

・父または母が重度の障害の状態にある児童 

・父または母がＤＶ保護命令を受けた児童 

・１年以上にわたり、父または母が法律により拘束されている児童 

・１年以上にわたり、父または母が生死不明の児童 

・１年以上にわたり、父または母から遺棄されている児童 

・母が婚姻によらないで生まれた児童 

◆支給金額（令和6年４月から） 

       本 体 額  全部支給45,500円  一部支給44,130円～10,140円 

        第二子加算額   全部支給10,420円  一部支給10,420円～5,210円 

             第三子以降加算額    全部支給6,450円   一部支給6,450円～3,230円 

※令和８年４月から金額変更される見込み 
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◆支給制限  ・児童が施設に入所しているとき、又は里親に委託されている場合  

・父や母、父母に代わって養育している方、児童が公的年金を受けられる

場合（年金との差額を受給できる可能性があります） 

・児童が父または母の配偶者（内縁関係も含む）に養育されているとき 

◆窓  口  山形村役場 住民課 電話９８-３１１２ 

（８）心身障害者扶養共済 

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めること

により、保護者が死亡したり著しい障がいを有する状態となったとき、その方が扶養して

いた障がいのある方に年金を支給する制度です。 

１人の心身障がい者につき２口まで加入できます。掛金は全額所得控除され、年金・弔

慰金には所得税がかかりません。  

◆加入要件  ・身体障害者手帳１～３級、知的障害者、精神障害者を扶養している保護者 

・加入者は県内に在住する６５歳未満  

◆掛  金  加入年齢により、１口月額9,300円～23,300円  

※掛金が減免や免除になる場合があります。  

※掛金に対する補給金制度があります。（村の制度）  

◆支給金額  ・年金月額20,000円（1口）  

・１年以上加入し、障がい者が加入者より先に死亡したとき  

弔慰金 50,000円～250,000円（１口）  

・５年以上加入し脱退したとき  

脱退一時金 75,000円～250,000円（１口）  

◆窓  口  山形村役場 保健福祉課 電話９７-２１００ 

松本保健福祉事務所 福祉課 電話４０-１９１１（直通） 

（９）心身障害者扶養共済制度補助 

（８）の、心身障害者扶養共済制度に加入している保護者に対し、掛け金の３分の２を補助します。 

◆窓  口  山形村役場 保健福祉課 電話９７-２１００ 

（１０）特定疾患等患者福祉手当 

特定疾患等の受給者証をお持ちの方に福祉手当（年額15,000円）を支給します。 

◆対 象 者  令和８年10月１日時点で６か月以上本村に住所を有し、同日において次の

いずれかの受給者証をお持ちの方又はその保護者 

特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、長野県特定疾病医療

費受給者証、ウイルス肝炎医療費受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証 

◆窓  口  山形村役場 保健福祉課 電話９７-２１００ 


